別　紙
大規模小売店舗立地法施行規則様式第１の５及び６に係る事項

	５

(1) 駐車場の位置及び収容台数
	□収容台数：　　　　　台

□位　　置：別添図面○のとおり

	(2) 駐輪場の位置及び収容台数
	□収容台数：　　　　　台

□位　　置：別添図面○のとおり

	(3) 荷さばき施設の位置及び面積
	□荷さばき施設の面積：　　　　　ｍ２
□位　　置：別添図面○のとおり

	(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び　容量
	□保管施設の容量：　　　　　ｍ３
（保管施設の面積：　　　　　ｍ２）

□位　　置：別添図面○のとおり

	６

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
	□開店時刻：　　時　　分

□閉店時刻：　　時　　分

（詳細は別表１のとおり）

	(2) 来客が駐車場を利用することが　できる時間帯
	□　　時　　分　～　　　時　　分

（詳細は別表２のとおり）

	(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
	□出入口の数：　箇所

（うち、出入口　箇所、入口　箇所、出口　箇所）
□位　　置：別添図面○のとおり

	(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
	□　　時　　分　～　　　時　　分


（備考）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

※駐車場を小売店舗以外の用途にも使用している場合は、次の例に従って記入してください。

＜記入例：小売店舗の利用以外に、併設施設用、一般利用、従業員利用がある場合＞

□収容台数：○台（全体収容台数□台（うち、小売店舗用○台、併設施設用□台、一般利用△台、従業員用◎台））
別　紙
大規模小売店舗立地法施行規則様式第８（附則５条変更）の４(3)及び(4) に係る事項

	４　(3)

①駐車場の位置及び収容台数
	□収容台数：　　　　　台

□位　　置：別添図面○のとおり

	②駐輪場の位置及び収容台数
	□収容台数：　　　　　台

□位　　置：別添図面○のとおり

	③荷さばき施設の位置及び面積
	□荷さばき施設の面積：　　　　　ｍ２
□位　　置：別添図面○のとおり

	④廃棄物等の保管施設の位置及び

容量
	□保管施設の容量：　　　　　ｍ３
（保管施設の面積：　　　　　ｍ２）

□位　　置：別添図面○のとおり

	４　(4)

①大規模小売店舗において小売業を

行う者の開店時刻及び閉店時刻
	□開店時刻：　　時　　分

□閉店時刻：　　時　　分

（詳細は別表１のとおり）

	②来客が駐車場を利用することが

できる時間帯
	□　　時　　分　～　　　時　　分

（詳細は別表２のとおり）

	③駐車場の自動車の出入口の数及び

位置
	□出入口の数：　箇所

（うち、出入口　箇所、入口　箇所、出口　箇所）
□位　　置：別添図面○のとおり

	④荷さばき施設において荷さばきを

行うことができる時間帯
	□　　時　　分　～　　　時　　分


（備考）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

※駐車場を小売店舗以外の用途にも使用している場合は、次の例に従って記入してください。

＜記入例：小売店舗の利用以外に、併設施設用、一般利用、従業員利用がある場合＞

□収容台数：○台（全体収容台数□台（うち、小売店舗用○台、併設施設用□台、一般利用△台、従業員用◎台））
添付書類－１（大規模小売店舗立地法第５条第２項関係①）
施行規則第４条の規定に基づく事項

	主として販売する物品の種類（２号）
	□別表１のとおり

	建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面（３号）
	□別添図面○のとおり

	必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠（４号）
	□予測結果：必要収容台数　　　　台

□算出根拠：別表２に示すとおり

	駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項（５号）
	□別表３に示すとおり

	来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法（６号）
	□別表４に示すとおり

	荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯（７号）
	□荷さばきを行う自動車の台数

大型車（台/日）
小型車（台/日）
昼間(６時～21時)
(昼間)(21時～22時)

夜間(22時～６時)
□荷さばきを行う時間帯：　　時　　分～　　時　　分

	遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面（８号）
	□遮音壁設置の有無：　有　・　無

↓

（別添図面○のとおり）


（備考）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

添付書類－２（大規模小売店舗立地法第５条第２項関係②）
施行規則第４条の規定に基づく事項

	冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

（９号）
	□別添騒音検討資料に示すとおり

	平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

（10号）
	□予測結果：下表のとおり

予測地点

用途地域

予測結果(dB)

環境基準(dB)

昼間

夜間

昼間

夜間

（１階：○ｍ、２階：△ｍ、………）

□算出根拠：別添騒音検討資料に示すとおり

	夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠（11号）
	□予測結果：下表のとおり

騒音発生源

予測地点

用途地域

予測結果

(dB)

規制基準

(dB)

（１階：○ｍ、２階：△ｍ、………）

□算出根拠：別添騒音検討資料に示すとおり

	必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠（12号）
	□廃棄物等の排出量等の予測結果：　　　　ｍ３／日

（最大　　　　ｍ３）

□算出根拠：別表５及び別添図面○に示すとおり


（備考）１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　（１２号）の「(最大　　ｍ３)」には、廃棄物保管施設における保管最大量を記入すること。

なお、全ての廃棄物の平均保管日数が１日以下の場合は、記入不要です。

３　廃棄物保管施設容量の算出根拠として用いる図面については、当該施設の構造及び寸法を明らかにする施設平面図、立面図等を添付すること。

添付書類－３（その他指針に係る事項）
生活環境の保持に配慮した事項

	【総合計画、都市計画等のまちづくり関連施策との整合性】

○

【駐車場・駐輪場の需要に関して取り組む内容】

○

【歩行者の通行の利便性の確保、来店車両の交通整理等、交通安全に関して配慮する事項】

○

【来店車両の経路設定に関して配慮する事項】

○

【防災・防犯対策への協力に関して配慮する事項】

○

【店舗から発生する騒音による周辺の生活環境への影響に関して配慮する事項】

○

【廃棄物等について、適正処理、減量化、リサイクルに関する取り組み内容及び廃棄物の保管等による周辺の生活環境への影響に関して配慮する事項】

○

【店舗から発生する悪臭による周辺の生活環境への影響に関して配慮する事項】

○

【街並みづくり、景観に関して配慮する事項】

○

【照明の配置に関して配慮する事項】

○

【その他、配慮する事項】

○


（備考）１適宜、図面等の資料を添付すること。

２　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

別表１

	小売業者の名称

※
	店舗面積
	営業時間
	主要販売品目
	代表者

（法人）
	住　　　所
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	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	
	ｍ２
	～
	
	
	

	共用通路
	ｍ２
	

	合　計
	ｍ２
	小売店舗に係る延床面積
	ｍ２
	


※法人は法人の名称、個人は氏名を記入。屋号等を記入する場合も、名称または氏名を省略しないこと。

別表２

	○駐車場の必要収容台数を算出するための事項
（来客自動車の台数等の予測結果、根拠）
 Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位

人／1000ｍ２
 Ｓ：店舗面積÷１０００㎡

 Ｂ：ピーク率

％

 Ｃ：自動車分担率

％

 Ｄ：平均乗車人員

人／台

 Ｅ：平均駐車時間係数

 市町村の人口

10万未満 ・ 10万以上40万未満 ・ 40万以上

 出店地の区分

商 業 　・　その他

 Ｌ：駅改札口からの直線距離

　　　　　　　ｍ

●必要収容台数：Ａ×Ｓ×（Ｂ÷１００）×（Ｃ÷１００）÷Ｄ×Ｅ＝
台
●設置予定の来客駐車場台数
カ所／合計台数　　　　　台
●設置予定の来客駐輪場台数
カ所／合計台数　　　　　台
●設置予定の来客自動二輪車の駐車場台数
カ所／合計台数　　　　　台
（位置ごとの台数）
区　分

図面位置

台数

利用可能時間

摘　　要※

駐車場１

台

：　　～　　：

　〃　２

台

：　　～　　：

合　計

－

台

－

駐輪場１

台

：　　～　　：

　〃　２

台

：　　～　　：

合　計

－

台

－

自動二輪車駐車場１

台

：　　～　　：

　　　　〃　　　２

台

：　　～　　：

合　計

－

台

－

※「摘要」欄には、従業員用や併設施設用として確保している場合、その内訳を記載すること。

　また、原動機付自転車用を確保している場合、台数及び（共用・専用）の別を記載すること。

（併設施設の駐車台数等）
種　類

店舗面積等

必要収容台数

算出根拠

摘　要※

㎡

台

㎡

台

合　計

㎡

台

－

※「種類」欄には、オフィス、マンション、飲食店、銀行ATM、クリーニング、映画館などを記載し、

「店舗面積等」欄には、マンションは戸数を記載すること。

また、「摘要」欄には、小売店舗用と（共用・専用）の別を記載すること。
○上記の設定根拠及び指針に基づいて生活環境に配慮した事項について

（特別の事情等を考慮した場合は、その考え方も記載すること。）

※　上記の方式を用いない場合は別途資料等を添付し、その概要について、わかりやすく記載すること。


別表３

	○駐車場の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
（駐車場の自動車出入口の形式、来客自動車の方向別台数予測等）
（形式は自由）

○上記のように設定した理由、指針に基づいて生活環境に配慮した事項など





別表４

	○来客自動車を駐車場に案内する経路及び方法
（形式は自由）

○上記のように設定した理由、指針に基づいて生活環境に配慮した事項など





別表５

	1) 廃棄物等の排出量の予測方法

①予測方法（該当する方法に○印を記入すること。）
ｲ.指針算定式　　ﾛ.実績値からの予測(類似店舗･当該店舗)　　ﾊ. その他(　　　　　　　)

②予測の考え方（ﾛ、ﾊの場合は必須。ｲの内、特別に考慮した事項がある場合は記載すること。）
2) 廃棄物等の排出量を予測するための条件

小売店舗面積

ｍ２
廃棄物等の種類

平均

保管

日数

指針算定式による予測の場合

実績値等からの予測の場合

比重(t/m３)

実績値等(m３/日)

見込み率(%)

紙製廃棄物等

金属製廃棄物等

ガラス製廃棄物等

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製廃棄物等

生ごみ等

その他の可燃性

廃棄物等

合計

－

－

－

3) 廃棄物等の予測排出量及び処分方法等

廃棄物等の種類

予測排出量(m３/日)

保管場所

回収者

処分方法等

種類別

排出量

詳細な分別がある場合

分別項目

内訳別

排出量

紙製廃棄物等

金属製廃棄物等

ガラス製廃棄物等

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製廃棄物等

生ごみ等

その他の可燃性

廃棄物等

合計

－

－
－
－
－
備考：分別項目については、店舗の分別実態に応じて、行を追加又は削除すること。




別表５（うら面）

	4) 廃棄物等の保管場所の構造等

保管場所

施設等の寸法

(幅×奥行×高さ(m))

(面積(m２))

(容積(m３))
実保管容量

(幅×奥行×高さ(m))

(面積(m２))

(容積(m３))
保管場所の構造

密閉型施設、

簡易倉庫、

台車、屋外置場、

など

臭気対策等

図面上の位置

合計

(面積)

(容量)

(面積)

(容量)

－

－

－

5) 小売店舗以外の併設施設の廃棄物
小売店舗以外の併設施設の廃棄物と保管施設を（　共用する。　共用しない。）
廃棄物保管施設を共用する小売店舗以外の併設施設

併設施設の種類

合計

面積(㎡)等

予測方法

併設施設を含めた予測排出量

廃棄物等の種類

予測排出量(m３/日)

備考
小売店舗

併設施設

合計

紙製廃棄物等

金属製廃棄物等

ガラス製廃棄物等

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製廃棄物等

生ごみ等

その他の可燃性廃棄物等

合計

6)　その他の特記事項


備考：　店頭において、空き缶･空き瓶･ペットボトル等を回収している場合には、回収見込み量を加算して排出量を算定すること。

指針に示す6項目以外の廃棄物（廃家電、粗大ごみなど）がある場合には、別途、排出予測量及び保管施設など適切な保管容量等が確保されていることを示す書類を添付すること。

5)小売店舗以外の併設施設の廃棄物について、廃棄物保管施設を共用する場合は、併設施設についての必要事項を記載すること。記載にあったって、併設施設の種類には、オフィス、マンション、飲食店、銀行ATM、クリーニング、映画館などを記載し、マンションの面積等には戸数を記載すること。予測方法欄には、実績値（既存店若しくは類似店）、○○市条例などを記載すること。

指針以外の方法により算出した場合には、その根拠となる資料を添付すること。

別添図面
· 図面のサイズはＡ４を基本とし、Ａ３となる場合はＡ４サイズに折り返して添付すること。

· 各図面の方位については、おおよそ北方向が図面上部を向くように、また、書類全体の図面の方位に統一性を持たせるよう作成すること。

· 共用で同一図面とする場合、図面内容が判別しにくくなることもありますので、その場合は、色づけ、図面分けを行うなどし、内容がわかりやすくなるようにしてください。

図面Ⅰ・・・＜位置図＞

　1:10,000程度の図面に計画地及び計画地を中心に半径１Kmの円を明記した図面

　図面Ⅱ・・・＜周辺図＞

　　1:1,000～2,000程度の図面に計画地周辺の住居等の立地状況(建物階数を明記)を明らかにする図面

　図面Ⅲ・・・＜用途地域図＞

　　周辺図と同程度の縮尺で計画地及び周辺の用途地域を明らかにする図面(周辺図と共用してもよい。)
図面Ⅳ・・・＜施設全体図＞

○必要な事項が含まれていれば、交通等に関する全体図と共用してもよい。
・建物の位置、建物内の小売部分及び小売店舗以外の併設施設がある場合には併設部分（オフィス、マンション、飲食店、銀行ATM、クリーニングなどを明記）を示す図面（平面図（複数階の場合は各階ごと）、立面図）
図面Ⅴ・・・＜交通等に関する全体図＞

○次の各事項を明らかにするよう作成すること。

（交通協議等で使用した図面により明らかにできる場合は、それを添付してもよい。）
・敷地周囲の道路状況
・店舗建物の位置
・荷さばき施設の位置、面積(荷さばき車両の軌跡を記載)
・駐車場・自動二輪車用駐車場・駐輪場の位置、収容台数
・自動車・自動二輪車・自転車・歩行者の出入口の位置と動線
図面Ⅵ・・・＜騒音及び廃棄物等保管施設に関する全体図＞

○必要な事項が含まれていれば、交通等に関する全体図等と共用してもよい。
・駐車場、自動二輪車用駐車場、駐輪場の位置を明らかにする図面
・荷さばき施設の位置を明らかにする図面
・廃棄物等の保管施設の位置を明らかにする図面

・廃棄物等の保管施設の構造、容量･面積等を明らかにする図面（平面図、断面図）
・店舗周辺の用途地域及び住宅等の立地状況（建物階数を明記）を明らかにする図面

・騒音レベルの予測地点

・食品加工場からの調理臭の排出が見込まれる換気扇･排気口の位置を明らかにする図面
※室外機等の設備をはじめ、騒音発生源の位置を示す図面
※遮音壁等、予測で考慮した条件を示す図面

※夜間において発生する騒音ごとの予測において、最大となる音源位置を示す図面
（※印の図面については騒音検討資料で添付すること。音源位置図をはじめ、各階平面図、立面図、詳細図等で騒音予測条件を明らかにするものとして必要な図面を作成すること。）

その他
＜添付資料＞

　　・店舗周辺における通学路の指定状況図（※１部のみでよい）
＜騒音検討資料＞

　　・別添騒音検討資料に記載する騒音発生源一覧表は、次項の様式により作成すること。
表○－○　騒音発生源一覧表

	区分
	騒音

発生源

の種類
	型式
	定格

能力
	騒音

レベル

(dB)
	代表周

波数

(Hz)
	数
	稼働時間帯等
	図面上の位置
	騒音防止

対策
	騒音レベル

の設定根拠

	
	
	
	
	
	
	
	昼間:6時～22時
夜間:22時～6時
	21～22時の稼働

状況等
	
	
	

	〔設備等の騒音〕

	定常騒音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	〔荷さばき作業関連の騒音〕

	変動騒音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	衝撃騒音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	〔廃棄物収集作業関連の騒音〕

	変動騒音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	衝撃騒音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	〔来客・従業員車両関連の騒音〕

	変動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	衝撃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	〔その他の騒音〕

	変動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	衝撃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注１：稼働時間帯等の欄については、定常騒音の場合は稼働時間帯、変動騒音・衝撃騒音の場合は時間帯別発生回数等を記載すること。

注２：騒音防止対策の欄については、消音器の設置、音源室内の防音措置、遮音壁の設置等、騒音の防止に関して講じようとする措置の概要を明らかにするとともに、防音効果を示す根拠資料を添付すること。

注３：騒音レベルの設定根拠の欄については、実測値の場合には、計量証明書の写しを添付し、騒音の手引き以外の文献等の場合には、その根拠となる資料を添付すること。

注４：騒音予測で設定した音源の高さ位置と、その設定根拠を明らかにすること。


